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令和２年度 学校だより №１

令和２年４月７日（火） 文責：校長 佐藤 伸洋

令和２年度の人事

異動により、４月

に着任いたしまし

た。本通信では「学

校経営」に関する

内容について随時

発行（学校ホーム

ページへも掲載）

してまいります。

新年度及び第１学期 スタート！
進級・入学おめでとうございます。
●昨日４月６日（月）に学校の教育活動を再開いたしました。体育館
において、転入職員の紹介と担任発表、始業式、入学式、学級での連
絡等を行うことができ、再会や出会いのよい一日となりました。
●学校においても「今できる限り」「考えられる限り」の感染防止対策
を行うことで「安心・安全」「学習の機会」を確保してまいります。
ご家庭におかれましても、うがいや手洗い、朝(登校前)の検温、マス
ク着用等、ご協力をお願いいたします。

□南相馬市小中学校長会(定例会) □南相馬市公立小・中学校長会議

※校長会主催 ※市教育委員会主催

上記２つの会議での統一方向性を受け、「実施の目的や意義が明確で、実施の必要性はあるか。」

という視点をもとに、学校の規模・実態等に照らして判断したものについて記載いたします。

なお、教科等の学習及び諸活動においては、工夫・配慮しながら実施いたします。

●現時点のものですので、状況の変化によっては対応を変える可能性もあります。

４月１３日 交通教室 →実施方法を検討して実施

１７日 １年生を迎える会 →１年生との交流会として２学期に延期

２４日 授業参観・ＰＴＡ全体集会 →中止

※ＰＴＡ総会（書面・資料配付）、組織、委員会事業等について検討

５月 １日 避難訓練（防災引き渡し訓練）→実施方法等に配慮を加えて実施

１０日 ＰＴＡ奉仕作業①（除草） →中止

１１日～１６日 運動会練習・予行・運動会 →中止

２８日 市小学校陸上大会 →中止

６月１０日 体力テスト（～１１日） →実施方法等に配慮を加えて実施できるか、

２学期に延期して実施するかしないか検討

１７日 防犯教室 →実施方法等に配慮を加えて実施できるか検討

１８日 鑑賞教室（４～６年） →南相馬市主催となるので連絡を受けてから

２６日 授業参観・教育講演会 →中止

３０日 スポーツ笑顔の教室（５年） →希望した結果(回答)を待ち期日変更可能か確認

７月 ７日 七夕集会 →実施方法等に配慮を加えて実施できるか検討

大甕小学校の「１学期の教育活動」について
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１ 方針

○ 学校での感染症対策や集団感染のリスク低減を対策を徹底し、感染防止に万全を期す。

○ 学校の全ての活動について、３つの条件（密閉空間、人の密集、近距離での会話等が

重ならないよう検討し、感染の危険性がある活動については延期・中止の措置を取る。

○ 状況の変化を注視し、危険性が高まった場合には学校の全部または一部を休業する。

２ 対応

（１）基本的な感染症対策

① 児童生徒、教職員、来校者の健康チェックを確実に行い、発熱等のかぜ症状が見ら

れる方が校舎・教室に入らないようにする。

② 手洗いや咳エチケットの指導を徹底し、児童生徒の習慣付けを図るとともに、自分

の健康に留意し、感染予防に努める意識を高める。

③ 消毒を徹底する等して、接触感染を予防する。

（２）集団感染のリスク低減

①「換気の悪い密閉空間」を避ける。

②「人の密集」を避ける。

③「近距離での会話・発声等」に注意する。

（３）学習指導面での対応

① 児童生徒・教職員の感染や濃厚接触者等が発生すれば臨時休業等となる。未指導と

ならないよう、学習指導の計画的な実施を心がける。

②（臨時休業に備え）家庭における学習習慣の定着（家庭学習や読書等）に努める。

③ 令和元年度末の未指導部分についての確認を確実に行い、補充指導等の必要な対策

を講じる。

④ 感染を心配して登校しない児童生徒に対しても、連絡を取り、プリント等を適切に

与える等、学習補償に努める。

⑤ 外部講師を招く際…健康状況申告を依頼する。マスク着用を義務付ける。

＜南相馬市小・中学校全体の１学期の教育活動＞（マニュアルをもとに小学校部会で協議）

南相馬市小中学校長会(定例会) ※校長会主催

南相馬市公立小・中学校長会議 ※市教育委員会主催 での統一方向性

○授業参観（中止）

○ＰＴＡ総会（中止）→ ＰＴＡ組織と相談、書面での共通理解（文書配付）が考えられる。

○バス及び徒歩による遠足（中止）

○１年生を迎える会（中止）

○町探検（中止） → 実施方法を検討する。

○交通教室（△） → 外部講師を招いての教室は中止。実施方法を検討する。

○運動会（中止）

○家庭訪問（中止）

○市内小学生陸上大会（中止）

○宿泊活動（中止） → ２学期へ延期可。２学期計画のものはそのまま。

○外部講師を招いての活動（中止）

○部活動及び特設部活動（中止）

○スポーツ少年団（４月３０日まで自粛を依頼している。）

○学年を超えた活動はできるだけ避ける。→ 学校規模や実態に配慮する。

○全校集会、全校生が集まって行う行事等を見直す。（方法の変更や中止等を検討する。）

「南相馬市内小・中学校における

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」より抜粋


